
教育研究評議会（第６回）議事要録 

 

日   時 令和４年１０月１２日（水）午後１時３３分～午後３時１６分 

場   所 大会議室 

出 席 者 学長外１８名 

欠 席 者 附属中学校長 

配 付 資 料 資料１「（法人の委員会）R4年度各種委員会等名簿（R4.10）」 

資料２「（大学運営企画室）R4年度各種委員会等名簿（R4.10）」 

資料３「障害学生支援室規程（新旧対照 0831）」 

資料４「国立大学法人宮城教育大学基本規則（新旧対照表）」 

資料５「国立大学法人宮城教育大学教員人事会議規程改正対照表（案）」、 

   「国立大学法人宮城教育大学教員人事会議規程改正案（見え消し）」 

資料６「国立大学法人宮城教育大学非常勤職員就業規則改正案対照表（案）」 

資料７「国立大学法人宮城教育大学育児休業・介護休業規程改正案対照表（案）※暫定版」 

資料８「教員採用の基本方針（令和 4年 9月 26日教員人事会議改正）」 

資料９「附属小学校の給食設備整備、附属中学校のタブレット配備」、 

   「附小給食設備_要修理の状況」 

資料 10「令和４年度学内予備費等の執行について」 

資料 11「令和４年度ふるさとインターンシップ実施状況等一覧等」 

資料 12「研究開発学校申請案」 

資料 13「盛岡大学との教職大学院特別入試に係る協定の締結について」 

資料 14「中央教育審議会 「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会 

中間まとめ 概要」 

資料 15「大学設置基準等の一部を改正する省令等の公布について（通知）」、 

   「令和４年度大学設置基準等の改正について」 

 

議   事 

○議事要録の確認 

９月１４日開催の教育研究評議会(第５回)の議事要録は、原案どおり確認された。 

 

○審議事項 

  １．令和４年度委員会委員の選出について 

総務担当理事から、配付資料１に基づき説明があり、審議の結果、承認した。 

 

  ２．令和４年度大学運営企画室員の選出について 

総務担当理事から、配付資料２に基づき説明があり、審議の結果、承認した。 

 

  ３．宮城教育大学障害学生支援室規程の一部改正について 

連携担当理事から、配付資料３に基づき説明があり、審議の結果、承認した。 

 

  ４．国立大学法人宮城教育大学基本規則の一部改正について 

事務局長から、配付資料４に基づき説明があり、審議の結果、承認した。 



  ５．国立大学法人宮城教育大学教員人事会議規程の一部改正について 

事務局長から、配付資料５に基づき説明があり、審議の結果、承認した。 

 

  ６．国立大学法人宮城教育大学非常勤職員就業規則の一部改正について 

経営企画課長から、配付資料６に基づき説明があり、審議の結果、承認した。 

 

  ７．国立大学法人宮城教育大学育児休業・介護休業規程の一部改正について 

経営企画課長から、配付資料７に基づき説明があり、審議の結果、承認した。 

 

  ８．その他 

   な し 

 

 

○報告事項  

 ・総務担当理事 

  （１）本学の教員採用の基本方針の一部改正について 

     配付資料８に基づき報告があった。 

 

 ・財務担当理事 

（１） 附属小学校の学校給食施設設備整備、附属中学校のタブレット配備について 

     配付資料９に基づき報告があった。 

 

（２）予備費等の執行について 

     配付資料１０に基づき報告があった。 

 

 ・連携担当理事 

  （１）令和４年度ふるさとインターンシップの実施状況について 

     配付資料１１に基づき報告があった。 

 

 ・学務担当副学長 

   な し 

 

 ・附属小学校長 

  （１）附属小学校の研究開発学校申請について 

     配付資料１２に基づき報告があった。 

 

 ・研究科長 

  （１）盛岡大学との教職大学院特別入試に係る協定の締結について 

     配付資料１３に基づき報告があった。 

 

 

 



 ・事務局長 

（１） 中央教育審議会「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会中間まとめ 

について 

     配付資料１４に基づき報告があった。 

 

（２）令和４年度大学設置基準改正について 

     配付資料１５に基づき報告があった。 

      

 

○その他  

   ・学長より、共有ドライブに用意してある「【教大協】学長・学部長等連絡協議会」資料に 

ついて、各自閲覧してほしい旨説明があった。 

 

    ・田中教授より、教員から学生への指導について、ハラスメントに係るマニュアルまたはガイ 

ドライン等による具体的な指針の用意を希望する旨、意見があった。 

これについて、学長より、執行部でも議論を深めてみること、また、教職員を対象として教 

授会、教育研究評議会等で、学生と接する場合の留意事項等、様々な観点をアナウンスして、 

大学の先生と学生が円滑に接することができる方法について、情報を提供できる仕組みを検 

討してみる旨、説明があった。 

 

 

                                  以 上 


